
 

第 352回企業会計基準委員会 
資料番号 審議事項(1)-4 

日付 2017年 1月 10日 
  

 

プロジェクト マイナス金利に関連する会計上の論点の検討 

項目 第 351回企業会計基準委員会で聞かれた意見 
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本資料の目的 

1. 本資料は、マイナス金利に関連する会計上の論点への対応について、第 351 回企業

会計基準委員会（2016年 12月 20日開催）で聞かれた主な意見をまとめたものであ

る。 

実務対応報告の基準開発の要否に関する意見 

（利回りの下限として零を利用する方法とマイナスの利回りをそのまま利用する方法

のいずれも認めることに賛成する意見（反対しない意見を含む。）） 

2. デリバティブの実務で使用されている OIS カーブでは理論値がマイナスになってお

り、リスクフリーレートがマイナスになることはあり得ると考える。ただし、国債

の流動性は低下しており、国の政策で押し下げられている利回りをリスクフリーレ

ートとして使ってよいかは明らかでないため、利回りの下限として零を利用する方

法とマイナスの利回りをそのまま利用する方法のいずれの方法も用いてもよいとす

る事務局の提案はやむを得ないと考える。 

3. 現状の会計基準では、複数の会計方針の中から選択適用することが認められている

ケースがいくつかあり、一つの会計処理に決めることができない場合に二通りの方

法を認めることはやむを得ないと考える。会計処理の予見性を示し、安定的に運用

していくためには、現時点で実務対応報告を公表することがよいと考える。また、

現時点で「当面の取扱い」として実務対応報告を公表することは妥当である。 

 

（案 2に反対する意見） 

4. 案 2 は、2 つの方法のいずれを用いてもよいとする根拠に関しては特に記載がない

ため反対する。仮に案 2を正当化するのであれば、当該案件は非常に緊急性が高く、

その点に関してコンセンサスがあり、かつ今後、恒久的な取扱いを検討することを

前提にしている場合のみ認められるべきと考える。また、意見募集期間を 2 ヶ月よ

り短縮することに関しても、同様の場合のみ認められるべきである。この点、長期

の国債の利回りがプラスになっている現状においては、認められないと考える。 

 

実務対応報告の内容に関する意見 

（実態を表す観点から利回りの下限として零を利用することに賛成する意見） 

5. 制度資産を保有する年金制度の場合、リスクフリーレートを下回る期待運用収益率
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を設定する行動は経済合理性がなく、期待運用収益率はリスクフリーレートが下限

になると考える。また、制度資産がない制度の場合、企業は、事業から得るキャッ

シュにより退職給付の支払いに備えるため、経済合理性から考えるとマイナスの利

回りを使用することはあり得ないと考える。利回りがマイナスになることは想定さ

れていなかった基準に形式的に当てはめてマイナスの利回りを使用することが、企

業経営の実態を表すのかという点に疑問が残る。 

6. マイナスの利回りを用いて割増計算するという理屈は理解できるが、年金資産は将

来の支払原資を準備するためのものであり、運用利回りがプラスであることを前提

に策定された会計基準であると考えられる。そのため、年金資産を現金で保有する

ことも、債券で運用しないこともあるため、マイナスの利回りを利用すべきという

論理は成立しないと考えられる。経営の実態を財務諸表上どのように表すかが重要

であり、ゼロを下限とすることも十分に合理性のある判断であると考える。 

 

（マイナスの利回りをそのまま利用すべきとする意見） 

7. 文案において、マイナスの利回りをそのまま利用することに関して一義的に決まら

ず、と記載しているが、企業会計基準第 26 号「退職給付に関する会計基準」第 20

項の「退職給付債務の計算における割引率は、安全性の高い債券の利回りを基礎と

して決定する。」の読み方は、一意にマイナスはマイナスとして用いるとしか読めな

い。なお、利回りがマイナスになることは想定せずに会計基準は開発されているの

で、マイナスになった場面で基準の妥当性が失われているかもしれず、その点を評

価して、基準の改定が必要ないか否かを検討するという手順であれば、理解できる。 

8. 債券は、現在のキャッシュと将来のキャッシュを交換するための交換レートであり、

割引率は、退職給付債務の計算において、将来のキャッシュを現在のキャッシュに

置き換えるために用いられる交換レートであると捉えられる。この交換レートは市

場における需給バランスによって決定されることを考えると、現金が存在していな

ければ、どのような値にもなり得る。仮に利回りの下限として零を利用する方法を

採用するのであれば、退職給付会計基準第 20 項の改正も含めて検討しなければな

らないと考える。 

 

（マイナスの利回りを利用することが必ずしも経済合理性がないとは限らないとする

意見） 

9. 制度資産の運用は会社ごとに異なり、利回りが低くてもリスクを抑える企業がある。

金利変動のリスクに着目する企業の場合、金利リスクを極小化することによって期

待利回りが低くなる、すなわちマイナスの利回りの債券で運用する選択を行うこと
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も、経済合理性を考慮の上であり得ると考える。少なくとも、現行の適用指針では、

退職給付債務等の計算に用いる割引率は、制度資産の運用利回りをそのまま使用し

ないとされており、利回りがマイナスになった場合にのみ、期待運用収益率と割引

率の関係を論点として取り挙げている点は理解できない。 

 

（文案を見直すべきとの意見） 

10. 文案の第 4 項で、本実務対応報告の適用初年度においては、会計基準等の改正に伴

う会計方針の変更として取り扱うとされているが、通常、会計基準の変更による会

計方針の変更は、選択の余地なく変更するケースであるにも関わらず、今回は、2つ

の方法のいずれも認めていることから、第 4項の記載には違和感がある。 

11. 文案の第 12項から第 15項において、割引率と信用リスクフリーレートの関係を記

載しているが、債券の利回りがマイナスになった場合にのみ、当該関係を取り挙げ

る理由が不明である。また、文案では、現金で運用する点を挙げているが、株式や

外国債券のような他の資産の運用は挙げられていないなど議論をさらに詰める必要

があると考える。 

12. 文案の第 16項から第 18項において、年金資産の評価にマイナス金利の影響が反映

される場合であっても、退職給付債務の評価は時価によっていないことから、退職

給付債務の評価にはマイナス金利の影響を反映する必要がないとされているが、こ

れは金利がマイナスになった場合だけに限った話ではないため理由になっていない。 

13. 文案の第 19 項において、「仮に会計基準レベルから基本的な考え方を見直す検討が

行われる場合には」とあるが、金利がプラスの場合は見直さず、あくまでも検討範

囲とすべきはマイナスの場合だけであるため、表現は適切ではないと考える。また、

第 20項から第 21項に関しても同様に、金利がマイナスになった場合だけの限定さ

れた話ではないので、根拠として挙げることに疑問がある。 

14. 文案の第 24項に「今後、マイナス利回りの幅が著しく変動し、かつ、そのような状

況が長期的に継続した場合や、国際的な動向が大きく変わった場合を除いては、改

訂を行わないことを意図している」と記載しているが、この記載はすべての会計基

準において該当するため、仮のこの内容を記載するのであれば、表題の「当面の取

扱い」という文言は削除すべきであると考える。 

15. 文案の第 24項に関して、会計基準は、社会の情勢を踏まえて変更すべきであり、将

来の状況が変わった場合や知見が深まった場合には、当然に変更されるものである

と考える。 
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その他の意見 

（制度資産の期待運用収益率と負債の割引率を独立して検討すべきとする意見） 

16. 利回りの下限として零を利用する方法とマイナスの利回りをそのまま利用する方法

のいずれの根拠も、年金資産の期待運用収益率と退職給付債務の割引率が連動する

ことを前提にしている。企業と年金基金との契約と、企業と年金受給者との契約は

それぞれ独立しているほか、年金資産の存在しない退職給付制度もあるため、年金

資産の期待運用収益率と退職給付債務の割引率の計算は、別々に考える必要がある。 

 

以上 
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